
お問い合わせ先

※聴覚障害等で電話やWEB
での相談、予約が難しい人
は尾道市健康推進課まで
ＦＡＸにてご相談ください。
（ 0848-24-1966）

●接種の予約・ワクチンについて一般的なこと など
尾道市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター

0570-001-297／土・日・祝日を含む 8：30〜17：15
●副反応やワクチンについて専門的なことや一般的なこと など

広島県新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
082-513-2847／土・日・祝日を含む 24時間対応

ワクチン接種のお知らせ
▲市HP

4回目接種が始まりました

18歳以上59歳以下で基礎疾患等を有する人へ
4回目接種券を受け取るためには申請が必要です

４回目の接種券は青色の封筒で送付します

新型コロナウイルス
（５月31日現在）　※最新情報は市HPをご覧ください。

●接種済証・接種券・予診票がセットに
　なっている用紙
●接種会場一覧が載った案内文

などが入っています。

予診票

接種券

接種済証

　接種券が届いたら必ず中身を確認してくださ
い。予約後も大切に保管し、接種時に持参してく
ださい。
　「接種済証」はコロナワクチンの接種をしたこ
との証明となりますので、接種後も大切に保管
してください。

接種済証と予診票は
切り離さないでください。

対　　象

基礎疾患等を有する人の範囲

申請の流れ

接 種 券

予　　約

接種間隔

接種会場

ワクチン
の種類

３回目の接種を完了した人のうち、60歳以上の人か、
18〜59歳で基礎疾患を有する人、またはその他重症化リスクが
高いと医師が認める人

１〜３回目接種と同様、事前に予約が必要です。接種券が届き次第、予約することができます。
接種券は接種時に必要になりますので、予約後も無くさないよう大切に保管してください。

４回目の接種券は、３回目接種から５カ月経過頃に発送予定です。
（例：３回目を令和４年２月に接種した人-→-令和４年７月に４回目接種券を発送）　

ファイザー、モデルナ

個別医療機関、集団接種

３回目接種から５カ月以上空いていること
例：-令和４年１月31日に３回目接種-→-令和４年７月-１日で５カ月経過
- 令和４年２月-１日に３回目接種-→-令和４年７月-１日で５カ月経過
- 令和４年２月28日に３回目接種-→-令和４年７月28日で５カ月経過

　18歳以上59歳以下で基礎疾患を有する人、その他重症化リスクが高いと医師が
認める人は、自己申告により、４回目接種を受けることができます。

次のいずれかの方法で申請をしてください。

▶	電話で申請する方法
　尾道市コールセンター（ 0570-001-297）にお電話のうえ、

「59歳以下で基礎疾患を有する等の理由で、４回目接種の接種券送付を希望する」旨をお伝えください。
　申請に必要な情報（名前・生年月日・住所・３回目接種日・該当する基礎疾患等）を聞き取りますの
で、３回目接種の接種済証をお手元にご準備のうえ、お電話ください。

❶の申請からおよそ２週間後または、３回目接種完了から５カ月経過頃に、青色の封筒で届きます。
同封物などは前ページをご確認ください。

1 接種券送付の希望申請をする（４回目接種ができる日の１カ月前〜 ）

2 接種券が届く

3 事前に予約をして、当日接種を受ける

▶	インターネットで申請する方法
　右のQRコード、もしくは市HPより、電子申請をしてください。

▲電子申請

18歳以上
59歳以下で
基礎疾患等を
有する人

●	以下の病気や状態の人で、通院／入院している人
1-慢性の呼吸器の病気-　2-慢性の心臓病（高血圧を含む。）-　3-慢性の腎臓病
4-慢性の肝臓病（肝硬変等）-　5-インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病
6-血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く。）　　
7-免疫の機能が低下する病気（治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む。）
8-ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
9-免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
�-神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等）
�-染色体異常-　�-重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態）
�-睡眠時無呼吸症候群
�-重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、または

自立支援医療（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する場合）や知的障害（療育手帳を所持して
いる場合）

●	基準（BMI30以上）を満たす肥満の人（�）
●	新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師が認める人（�）

あらかじめ申請が必
要です。詳細は、次
ページをご確認くだ
さい。
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